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２ 報告事項 

 (1) 教育長報告 

 (2) 各課報告事項 

  ① 令和６年度卒業式及び令和７年度入学式の日程について 

                           （学校教育課）   ･･･２１ 
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３ その他 

次回の定例教育委員会の日程について（案） 

   日 時  令和７年２月２７日（木）１６時００分 

   会 場  唐津市役所 大手口別館６階 会議室 



議案第１号 

   唐津市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する 

   規則制定について 

 唐津市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則を別紙

のように制定するものとする。 

  令和７年１月２３日 提出 

                     唐津市教育委員会 

教育長 栗 原 宣 康     

 

 

提案理由  竹木場小学校、大良小学校及び切木小学校を廃止し、新たに高峰小学

校を設置することに伴い改正するものである。 
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規 則 案 の 概 要 

 

１ 規則案の題名 

  唐津市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する規則 

 

２ 改正理由 

  竹木場小学校、大良小学校及び切木小学校を廃止し、新たに高峰小学校を設置

することに伴い改正するもの 

 

３ 改正の内容 

 (1) 別表第１中の「竹木場小学校区」、「大良小学校」及び「切木小学校区」を

「高峰小学校区」として統合する 

 (2) 別表第２の「高峰中学校区」の所属小学校区中「竹木場小学校区、大良小学

校区、切木小学校区」を「高峰小学校区」に改める。 

 

４ 施行期日 

  令和７年４月１日から施行する。 
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唐津市教育委員会規則第  号 

   唐津市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部を改正する 

   規則 

 唐津市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則（平成１７年教育委員会規則

第１５号）の一部を次のように改正する。 

 別表第１中 

「 

竹木場小学校区 竹木場、菅牟田、熊ノ峰、重河内、唐ノ川、東山 

                                     」 

を 

「 

高峰小学校区 竹木場、菅牟田、熊ノ峰、重河内、唐ノ川、東山、大良、

後川内、梨川内、万賀里川、仁田野尾、大浦、満越、中

浦、杉野浦、湯野浦、切木、赤坂 

                                     」 

 に改め、同表大良小学校の項及び切木小学校の項を削る。 

 別表第２高峰中学校区の項中「竹木場小学校区、大良小学校区、切木小学校区」

を「高峰小学校区」に改める。 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第１号参考資料 

唐津市立小学校及び中学校の通学区域に関する規則の一部改正新旧対照表 

改      正      案 現             行 

別表第１（第２条関係） 

学校区 所属地区 

 略  略 

高峰小学校区 竹木場、菅牟田、熊ノ峰、重河内、唐ノ川、東山、大良、

後川内、梨川内、万賀里川、仁田野尾、大浦、満越、中

浦、杉野浦、湯野浦、切木、赤坂 

 略  略 

鬼塚小学校区 養母田鬼塚、養母田、山本、石志、千々賀、畑島、山田、

橋本 

湊小学校区 湊町、相賀、屋形石、横野、中里、神集島 

 略  略 

肥前小学校向島

分校区 

向島 

名護屋小学校区 名護屋、串、波戸、野元 

 略  略 

 

 

 

別表第１（第２条関係） 

学校区 所属地区 

 略  略 

竹木場小学校区 竹木場、菅牟田、熊ノ峰、重河内、唐ノ川、東山 

 

 

 略  略 

鬼塚小学校区 養母田鬼塚、養母田、山本、石志、千々賀、畑島、山田、

橋本 

大良小学校区 大良、後川内、梨川内、東山 

湊小学校区 湊町、相賀、屋形石、横野、中里、神集島 

 略  略 

肥前小学校向島

分校区 

向島 

切木小学校区 万賀里川、仁田野尾、大浦、満越、中浦、杉野浦、湯野

浦、切木、赤坂 

名護屋小学校区 名護屋、串、波戸、野元 

 略  略 
 

別表第２（第２条関係） 別表第２（第２条関係） 

学校区 所属小学校区 学校区 所属小学校区 
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 略  略 

高峰中学校区 高峰小学校区 

 略  略 
 

 略  略 

高峰中学校区 竹木場小学校区、大良小学校区、切木小学校区 

 略  略 
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議案第２号 

   唐津市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則の一部を改正する 

   規則制定について 

 唐津市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則の一部を改正する規則を別紙

のように制定するものとする。 

  令和７年１月２３日 提出 

                     唐津市教育委員会 

教育長 栗 原 宣 康     

 

 

提案理由  竹木場小学校、大良小学校及び切木小学校を廃止し、新たに高峰小学

校を設置すること等に伴い改正するものである。 
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規 則 案 の 概 要 

 

１ 規則案の題名 

  唐津市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則の一部を改正する規則 

 

２ 改正理由 

  竹木場小学校、大良小学校及び切木小学校を廃止し、新たに高峰小学校を設置

することに伴い改正するもの。また、規則の規定及び字句を整理するため改正す

るもの 

 

３ 改正の内容 

 (1) 第３条の規定を条例に即した規定に改める。 

 (2) 別表第 1 を(1)の改正にあわせ改めるとともに、同表中「竹木場小・高峰中

学校」を「高峰小中学校」に改め、「大良小学校」及び「切木小学校」を削る。 

 

４ 施行期日 

  令和７年４月１日から施行する。 
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唐津市教育委員会規則第  号 

   唐津市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則の一部を改正する 

   規則 

 唐津市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則（令和５年教育委員会規則第

２号）の一部を次のように改正する。 

 第３条を次のように改める。 

 （開放学校） 

第３条 条例第２条第１項に規定する開放学校は、別表第１の左欄に掲げる開放施

設の区分に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

 別表第１を次のように改める。 

別表第１（第３条関係） 

開放施設 開放学校名 

屋内運動場 東唐津小学校 外町小学校 長松小学校 西唐津小学校 

高峰小中学校 高島小学校 佐志小学校 鏡山小学校 

久里小学校 鬼塚小学校 湊小学校 成和小学校 

大志小学校 浜崎小学校 玉島小学校 平原小学校 

厳木小中学校 相知小学校 伊岐佐小学校 北波多小学校 

肥前小学校 名護屋小学校 馬渡小中学校 加唐小中学校 

打上小学校 呼子小学校 小川小中学校 七山小中学校 

第一中学校 佐志中学校 第五中学校 鏡中学校 

鬼塚中学校 湊中学校 西唐津中学校 浜玉中学校 

相知中学校 北波多中学校 肥前中学校 

剣道場 浜玉中学校 相知中学校 海青中学校 

屋外運動場 東唐津小学校 外町小学校 長松小学校 西唐津小学校 

高峰小中学校 高島小学校 佐志小学校 鏡山小学校 

久里小学校 鬼塚小学校 湊小学校 成和小学校 

大志小学校 浜崎小学校 玉島小学校 平原小学校 
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厳木小中学校 相知小学校 伊岐佐小学校 北波多小学校 

肥前小学校 名護屋小学校 馬渡小中学校 加唐小中学校 

打上小学校 呼子小学校 小川小中学校 七山小中学校 

第一中学校 佐志中学校 鏡中学校 鬼塚中学校 

湊中学校 浜玉中学校 相知中学校 北波多中学校 

肥前中学校 海青中学校 

テニスコート 厳木小中学校 浜玉中学校 北波多中学校 

   附 則 

 この規則は、令和７年４月１日から施行する。 
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議案第２号参考資料 

唐津市立学校体育施設の開放に関する条例施行規則の一部改正新旧対照表 

改      正      案 現             行 

 （開放学校） 

第３条 条例第２条第１項に規定する開放学校は、別表第１の左欄に掲げる開放施

設の区分に応じ、同表の右欄に掲げるとおりとする。 

別表第１（第３条関係） 

開放施設 開放学校名 

屋内運動場 東唐津小学校 外町小学校 長松小学校 西唐津小学校 

高峰小中学校 高島小学校 佐志小学校 鏡山小学校 

久里小学校 鬼塚小学校 湊小学校 成和小学校 

大志小学校 浜崎小学校 玉島小学校 平原小学校 

厳木小中学校 相知小学校 伊岐佐小学校 北波多小学校 

肥前小学校 名護屋小学校 馬渡小中学校 加唐小中学校 

打上小学校 呼子小学校 小川小中学校 七山小中学校 

第一中学校 佐志中学校 第五中学校 鏡中学校 

鬼塚中学校 湊中学校 西唐津中学校 浜玉中学校 

相知中学校 北波多中学校 肥前中学校 

剣道場 浜玉中学校 相知中学校 海青中学校 

屋外運動場 東唐津小学校 外町小学校 長松小学校 西唐津小学校 

高峰小中学校 高島小学校 佐志小学校 鏡山小学校 

久里小学校 鬼塚小学校 湊小学校 成和小学校 

大志小学校 浜崎小学校 玉島小学校 平原小学校 

厳木小中学校 相知小学校 伊岐佐小学校 北波多小学校 

 （開放学校及び施設） 

第３条 開放学校及び施設は、別表第１のとおりとする。 

 

別表第１（第３条関係） 

開放学校名 開放施設 

東唐津小学校 外町小学校 長松小学校 西唐津小学校 

竹木場小・高峰中学校 高島小学校 佐志小学校 鏡山小学校 

久里小学校 鬼塚小学校 大良小学校 湊小学校 成和小学校 

大志小学校 浜崎小学校 玉島小学校 平原小学校 

厳木小中学校 相知小学校 伊岐佐小学校 北波多小学校 

切木小学校 肥前小学校 名護屋小学校 馬渡小中学校 

加唐小中学校 打上小学校 呼子小学校 小川小中学校 

七山小中学校 

第一中学校 佐志中学校 第五中学校 鏡中学校 鬼塚中学校 

湊中学校 西唐津中学校 浜玉中学校 相知中学校 

北波多中学校 肥前中学校 

屋内運動場 

浜玉中学校 相知中学校 海青中学校 剣道場 

東唐津小学校 外町小学校 長松小学校 西唐津小学校 

竹木場小・高峰中学校 高島小学校 佐志小学校 鏡山小学校 

久里小学校 鬼塚小学校 大良小学校 湊小学校 成和小学校 

大志小学校 浜崎小学校 玉島小学校 平原小学校 
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肥前小学校 名護屋小学校 馬渡小中学校 加唐小中学校 

打上小学校 呼子小学校 小川小中学校 七山小中学校 

第一中学校 佐志中学校 鏡中学校 鬼塚中学校 

湊中学校 浜玉中学校 相知中学校 北波多中学校 

肥前中学校 海青中学校 

テニスコート 厳木小中学校 浜玉中学校 北波多中学校 

 

 

 

厳木小中学校 相知小学校 伊岐佐小学校 北波多小学校 

切木小学校 肥前小学校 名護屋小学校 馬渡小中学校 

加唐小中学校 打上小学校 呼子小学校 小川小中学校 

七山小中学校 

第一中学校 佐志中学校 鏡中学校 鬼塚中学校 湊中学校 

浜玉中学校 相知中学校 北波多中学校 肥前中学校 

海青中学校 

 

屋外運動場 

厳木小中学校 浜玉中学校 北波多中学校 テニスコート 
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議案第３号 

   旧厳木幼稚園用地の用途廃止について 

 旧厳木幼稚園用地について、用途廃止するものとする。 

 令和７年１月２３日 提出 

                     唐津市教育委員会 

                      教育長 栗 原 宣 康     

    

 

提案理由  旧厳木幼稚園用地について、利活用を図るため、用途廃止を行い公共

施設再編・資産活用課へ管理替するものである。 
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旧厳木幼稚園用地の用途廃止について 

 

１ 概要 

  旧厳木幼稚園は平成３１年３月に閉園し、令和５年度に建物解体を実施した。

旧厳木幼稚園用地は、今後、周辺市有地と併せた利活用が見込まれることから、

用途廃止を行い、公有財産規則に基づき公共施設再編・資産活用課へ管理替する

もの。 

 

２ 移管する施設の概要 

旧厳木幼稚園  

土 地：①厳木町厳木字上厳木１１０９番２ 宅地   ７４６．１５㎡ 

②厳木町厳木字上厳木１１０９番３ 宅地   ７７０．２９㎡ 

                     合計 １，５１６．４４㎡ 

 

３ 今後の手続きについて 

  唐津市公有財産規則に基づき手続きを行う。 
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